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１．法改正と認定基準（準工業地域における立地規制）について 

・平成 18 年度の法改正に伴い、第二種住居地域、準住居地域、工業地域における劇場、店舗、飲食店その他

これらに類する用途に供する大規模な建築物（以下「特定大規模建築物」という。）のうち、特定大規模の

用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える建築物の立地が規制されている。 

・これに加えて、準工業地域において特別用途地区を活用した同様の立地規制を行うことが「中心市街地活

性化基本計画」の認定要件として位置付けられている。 

・このため、 

 

 

 

 

 

 

 
２．特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡以下の特定大規模建築物の立地規制について 

・本市において、特定大

規模の用途に供する部

分の床面積の合計が１

万㎡を超える特定大規

模建築物は、現在、10

棟となっており、４棟

が準工業地域、３棟が

近隣商業地域、１棟が

商業地域、２棟が市街

化調整区域に立地して

いる。 

・また、特定大規模の用

途に供する部分の床面

積の合計が１万㎡以下

の特定大規模建築物と

しては、家具・家電の

大型専門店などが立地

している。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料４ 今後の土地利用誘導方針の方向性について                           資料４

土地利用誘導方針① 

 中心市街地活性化を推進するため、これまでの立地の経緯や現在の商業環境が飽和状態であること、

また、新たな特定大規模建築物の立地は周辺土地利用や道路環境に影響を与え都市構造を大きく変化

させる恐れがあることなどの理由から、認定要件である準工業地域一律に特別用途地区を活用した特

定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える特定大規模建築物の立地規制を行う。
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図１：特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える特定大規模建築物の分布状況

(出典：建築基準法第 12 条に基づく定期報告及び建築確認申請)
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※特定大規模に供する部分の床

面積は、参考値として表示。
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 図２：特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える特定大規模建築物の立地状況と用途地域の関係

※特定大規模の用途とは、 

 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場

又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類する用途で政令で定め

るものを言う。
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中心市街地活性化基本計画の認定要件 

 

・特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡以下の特定大規模建築物であっても、これらが

集積立地した場合は１万㎡を超える特定大規模建築物と同様に、周辺土地利用や道路環境に影響を与え

都市構造を大きく変化させる恐れがある。 

・また、法改正により、既に第二種住居地域、準住居地域、工業地域においても同様の立地規制が行われ

ているため、準工業地域の基準だけを引き下げることは適切ではなく、特定大規模の用途に供する部分

の床面積の合計が１万㎡以下の建築物に対して立地規制を行う場合は、これらの用途地域についても合

わせて検討していく必要がある。 

・なお、隣接する市町との広域的な調整については、現在、検討中の段階であり、特定大規模の用途に供

する部分の床面積の合計が１万㎡以下の建築物に対して、現時点で立地規制を行うことは適切ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

表１：法改正、及び準工業地域における特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が 

１万㎡を超える特定大規模建築物の立地規制による建築制限の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．中心市街地以外の区域における立地規制について 

・中心市街地活性化を推進する観点からは、今以上の特定大規模建築物が市街地周辺部に増えることは望

ましくないため、準工業地域だけに係わらず、中心市街地以外の区域においても同様に、特定大規模の

用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える特定大規模建築物の立地規制を行うことが最も効

果が高まるものと予測される。 

・特に、再開発の保留床に対する低利融資や土地・建物の整備に対する税制上の優遇措置など、中心市街

地活性化に向けた特定大規模建築物の誘導施策を一体的に検討するとともに、市民の視点から身近な地

域の商業環境を維持・向上するための方策を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．今後の土地利用誘導方針の運用に当たって 

・平成 18 年度の都市計画法等の改正は、本格的な人口減少時代の到来を迎え、従来の拡大・成長から、

既存ストックの有効活用と都市機能の集約促進を目指す方向へと、理念や制度の運用方針を方向転換す

るものであると位置付けられる。 

・このため、今後の土地利用誘導方針は、これまでの土地利用政策や土地利用誘導方針と不整合を生じる

ことが想定されるが、法改正の趣旨を踏まえ、特定大規模建築物の拡散立地にいったん歯止めを掛けた

上で、真に必要と判断される場合には都市計画の手続きにより適切に規制解除する仕組みに転換するこ

とが重要である。 

・また、国の中心市街地活性化基本計画の認定基準である準工業地域での特別用途地区の一律指定は、中

心市街地活性化を推進するために今後の特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超

える特定大規模建築物の新たな立地を規制することが主旨であり、既存の建築物までを規制するもので

はない。 

・なお、これまで地域拠点としての機能を担ってきた特定大規模建築物などについては、社会経済情勢を

踏まえつつ、 

  ①当該建築物の必要性や商業振興ビジョンなど地域の商業まちづくり計画との整合性・適切性 

  ②周辺土地利用や交通環境に対する影響が生じないための対策の有無・適切性 

  ③地域まちづくりなどに対する地域貢献計画の策定・公表や撤退時における地域経済などへの影響を

最小限に留めるための方策 

 などを判断材料として、建替え時などにおける事業者の申出に応じて、適切であると認められる場合に

は特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える特定大規模建築物の立地を認めて

いくような運用を検討していく必要がある。 
 

土地利用誘導方針② 

 中心市街地活性化を推進する観点からは、特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡

以下の特定大規模建築物についても適正誘導が重要になるが、これらの中には大型の家具店など業

種・業態によって大きな床を必要とする店舗等が立地している現状、及び個人経営の店舗にまで規制

対象が拡大すること、さらには隣接する市町との広域的な調整が必要になるなどの問題を踏まえ、国

の中心市街地活性化基本計画の認定基準である特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万

㎡を超える特定大規模建築物に対して立地規制を行う。 

土地利用誘導方針③ 

 中心市街地以外の区域に立地規制を行う場合は、立地規制だけでなく、特定大規模建築物を中心市

街地に適正誘導するための施策や用地確保などの誘導方策を一体的に行う必要があるなどの問題もあ

るが、基本的な方針としては、準工業地域だけでなく、近隣商業地域を含めた中心市街地以外の区域

において、特定大規模の用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超える特定大規模建築物の立地

規制をすることが望ましい。 


